
入間東部地区事務組合告示第１号  

 建設工事の一般競争入札（事後審査型）を行うので地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定により次の

とおり公告する。 

なお、この公告に記載のない事項については、入間東部地区事務組合建設工事

等請負一般競争入札（事後審査型）試行要綱（令和元年告示第１４号。以下「試

行要綱」という。）に定めるところによる。 

  令和２年１月６日 

  

入間東部地区事務組合管理者 星 野 光 弘      

  

１ 入札参加資格 

  入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項を全て満たしていなければな

らない。 

 (1) この公告の日において、平成３１・３２年度の富士見市競争入札参加資格

者名簿、ふじみ野市建設工事等競争入札参加資格者名簿又は三芳町建設工事

等競争入札参加資格者名簿のいずれかに登載されていること。 

なお、登載業種、格付、所在地区分等については、調達案件ごとに別に定

める。 

 (2) 施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

 (3) この公告の日から入札執行日までの期間において、入間東部地区事務組合

の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成３０年告示第７号）に定める

入札参加停止の措置を受けていない者であること。 

 (4) この公告の日から入札執行日までの期間において、入間東部地区事務組合

の契約に係る暴力団排除措置要綱（平成３０年告示第２２号）に定める入札

参加除外の措置を受けていない者であること。 

 (5) 入札執行日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に定める

更生手続開始の申立てをしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた

者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に定める再生手続開始の申

立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた者であること。た

だし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定がされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定がされた者については、入札執行日にお

いて、別に定める競争入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、名

簿に登載されている者に限る。 

 (6) 調達案件が建設工事の場合は、次に掲げる事項を全て満たしていなければ

ならない。 

  ア 工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に規定す

る建設業の許可を受けている者であること。 



  イ 工事に対応する建設業法の許可業種に係る技術者の資格を有する者を同

法第２６条の規定により当該工事に配置できること。 

なお、配置する技術者は一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の

３か月以上前から恒常的に雇用関係にある者とし、施工実績については調

達案件ごとに別に定める。 

  ウ この公告の日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に定め

る健康保険、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）に定める厚生

年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）に定める雇用保険（以

下「社会保険等」という。）に事業主として加入している者であること。

ただし、社会保険等の全部又は一部について法令で適用が除外されている

者は、この限りでない。 

 (7) 調達案件が設計業務の場合は、管理技術者及び照査技術者（照査技術者に

あっては、設計図書等に定めのある場合に限る。）を当該業務に配置でき

ること。 

なお、配置する技術者は、一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の

３か月以上前から恒常的に雇用関係にある者とし、管理技術者と照査技術者

との兼務はできないものとする。 

 (8) 同一入札に参加しようとする他の者との間に資本関係又は人的関係がない 

こと。（「資本関係又は人的関係のある会社同士の同一入札への参加を制限

する運用基準」参照） 

 (9) 前各号に掲げるもののほか、案件ごとに別に定める参加資格を全て満たす 

者であること。 

２ 入札に関する注意事項 

 (1) 入札参加者の数が１であるときは、入札を執行しないものとする。ただし、

次に掲げる場合において、入札参加者の数が１になったときは、この限りで

ない。 

  ア 再度入札の場合 

  イ 入札参加資格の審査の結果、参加資格を満たしていない者がした入札を

無効とした場合 

  ウ 一抜け方式を適用した入札において、先に開札した入札の落札者がした

当該入札への入札を無効とした場合 

  エ その他管理者が特に認め、入札参加者が１でも成立する旨を調達案件ご

とに定めた場合 

 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた額）をもって落札価格とするため、入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載



すること。 

 (3) 入札書の提出の際、入札金額見積内訳書を併せて提出すること。 

 (4) 再度入札は、２回までとする。ただし、１回目の入札に参加しない者又は

１回目の入札において無効の入札を行った者若しくは失格となった者は、再

度入札に参加することができない。 

 (5) 参加資格確認申請書を提出した者は、入札までの間は、書面により入札の

辞退をすることができる。 

３ 入札参加資格の有無の確認 

 (1) 開札後、調達案件ごとに別に定める予定価格の制限の範囲内で最低の価格

をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、予定価格の制

限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の

価格をもって入札を行った者）を落札候補者として通知し、落札を保留する

ものとする。 

 (2) 前号の場合において、落札候補者となるべき者が２以上あるときは、くじ

引きにより落札候補者を決定するものとする。 

 (3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の２日後（入間東部地区事

務組合の休日を定める条例（平成３０年条例第１８号）第１条第１項に規定

する組合の休日（以下「休日」という。）を除く。）までに次に掲げる資格

確認書類を入間東部地区事務組合事務局総務課に持参しなければならない。 

  ア 一般競争入札参加資格等確認申請書 

  イ 一般競争入札参加資格等確認資料 

  ウ その他調達案件ごとに別に定める書類 

４ 落札者の決定 

 (1) 落札候補者に対する落札の決定は、前項第３号の規定により提出された資 

格確認書類により入札参加資格の確認を経て行うものとする。 

なお、落札候補者が入札参加資格を満たしていないときは、その者がした

入札を無効とし、次順位者を落札候補者として入札参加資格の確認を行い、

落札者が決定するまで同様の入札参加資格の確認を行うものとする。この場

合において、次順位者となるべき者が２以上あるときは、前項第２号の規定

を準用する。 

 (2) 一抜け方式により落札者を決定する調達案件については、別に定める。一

抜け方式により落札者を決定する場合は、開札順で落札者を決定し、落札者 

となった者は、他の案件の入札を無効とし、辞退したものとして取り扱う。 

なお、１件目の案件の落札候補者の入札参加資格の有無を決定する前から

２件目以降の参加資格の審査を行う場合は、当該入札の開札時点で最も落札

候補者になる可能性が高い者を落札候補者とみなす。このため、当該落札候

補者は、先に開札した案件の落札者決定の結果によっては落札候補者でなく

なる場合があることをあらかじめ承知して資格確認書類を提出すること。 



 (3) 開札後、落札を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者が入間東

部地区事務組合の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に定める入札参加停

止の措置若しくは入間東部地区事務組合の契約に係る暴力団排除措置要綱に

定める入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法に定める更生手続開

始の申立て若しくは民事再生法に定める再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって

入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、予定価格の制限の範囲

内で最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をも

って入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

５ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては、調達案件ごとに別に定める。 

なお、入札保証金を免除する場合の取扱いは、入間東部地区事務組合契

約規則（平成３０年規則第４５号。以下「契約規則」という。）第７条の

規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては、調達案件ごとに別に定める。 

なお、契約保証金を免除する場合の取扱いは、契約規則第２４条の規定

による。 

６ 契約の時期 

  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成３０

年条例第４８号）の定めるところにより組合議会の議決に付さなければならな

い契約については、建設工事請負仮契約書を取り交わし、組合議会の議決を得

た後にこれを本契約とする。 

７ 支払条件 

 (1) 前金払及び部分払の有無については、調達案件ごとに別に定める。 

 (2) 中間前金払及び部分払が認められている場合については、選択制とし、契

約締結時に落札者が選択するものとする。ただし、継続費その他の２年以上

にわたる契約にあっては、中間前金払を選択した場合であっても、当該年度

末の部分払を行うことができるものとする。 

８ 入札の無効 

  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 (1) 入札に参加する資格を満たしていない者がした入札 

 (2) 当該入札に関する手続において、虚偽があった入札 

 (3) 資本関係又は人的関係のある会社（以下「同族企業」という。) が同一入

札に参加した場合の同族企業それぞれが行った入札 

 (4) 契約規則第１４条各号又は試行要綱第１４条各号のいずれかに該当する入

札 

９ その他 

 (1) 提出された資格確認書類は、返却しない。 



 (2) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載された配置予定技術者

を当該案件の現場に配置すること。 

 (3) 入札参加者は、入札後、この公告、設計図書等、現場等についての不明を

理由として異議を申し立てることはできない。 



入札方法 一般競争入札（紙入札） 

参加形態 単体企業 

工事名 入間東部地区事務組合東消防署富士見分署庁舎建設工事 

工事場所 富士見市大字水子字台下４０６０番１ 

履行期間 契約確定日から令和３年２月２８日まで 

概要 
消防分署新築に伴う建築一式工事 

（建築工事、電気設備工事、機械設備工事、外構工事） 

設計金額 
５０８，３００，０００円（税抜き） 

５５９，１３０，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

最低制限価

格 
設定する 

一般競争入札

参加資格確認

申請書 

 入札参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書を

事業担当課に持参し、設計図書等の貸与を受けた上で、申請する

こと。 

受付期間 

令和２年１月６日（月）から令和２年１月３０日（木

）まで（組合の休日を除く。） 

受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで（

正午から午後１時までを除く。） 

受付場所 
ふじみ野市大井中央一丁目１番１９号 

入間東部地区事務組合 事務局総務課 

入札の日時 令和２年１月３１日（金） 午前９時３０分 

入札の場所 入間東部地区事務組合庁舎３階会議室 

入
札
参
加
資
格 

名簿登載

業種 
建築工事業 

所在地区

分、総合

評定値等 

 次の資格を有する者とする。 

 平成３１・３２年度の富士見市競争入札参加資格者名簿、ふじ

み野市建設工事等競争入札参加資格者名簿又は三芳町建設工事等

競争入札参加資格者名簿（以下「名簿」という。）のいずれかに

登載された「本店」又は「契約締結権限を有する支店等」を富士

見市、ふじみ野市又は入間郡三芳町（以下「組合構成市町」とい

う。）に置き、組合構成市町いずれかの平成３１・３２年度競争

入札参加資格申請において、この公告の日現在有効な経営規模等

評価結果通知書における建築工事業の総合評定値が１０００点以

上であること。 



施工実績

等 

上記の者については、平成２１年４月１日からこの公告の日ま

でに国（公社、公団及び独立行政法人を含む。）又は地方公共団 

体が発注する１億円以上の建築工事（共同企業体による施工実績

の場合は、その出資比率に相当する額）の元請けとしての完成実

績が１件あること。 

なお、共同企業体による実績の場合は、代表構成員のものに限

る。ただし、名簿登載の本店又は支店等が組合構成市町内の者

は、その他の構成員のものも含む。 

配置予

定の技

術者 

資

格 
建設業法に規定された資格 

経

験 
 建築一式工事施工実績を有すること。 

設
計
図
書
等 

閲覧等の

方法 

 入間東部地区事務組合消防本部消防総務課において期間中１回

を限度とし窓口貸与による。この場合において、当該１回当たり

の貸与に係る期間は、１日を限度とする。 

 この公告の日から令和２年１月３０日（木）まで（休日を除

く。） 

受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで（正午から午

後１時までを除く。） 

 次の電話番号に照会の上、その指示に従うこと。 

閲覧等の

場所 

ふじみ野市大井中央一丁目１番１９号（庁舎３階） 

入間東部地区事務組合消防本部消防総務課 

電話番号 ０４９－２６１－６００４（直通） 

設計図書

等に対す

る質疑 

 ファクシミリにより入間東部地区事務組合消防本部消防総務課

に提出すること。 

 この公告の日から令和２年１月２４日（金）正午まで 

ファクシミリ番号 ０４９－２６１－４３９５ 

質疑に対

する回答 

 令和２年１月１０日（金）から令和２年１月２７日（月）まで

に入間東部地区事務組合消防本部消防総務課の窓口において閲覧

に供する（事務組合ホームページに掲載する。）。 

閲覧時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで（正午から午

後１時までを除く。） 

 なお、「質問に対する回答」を利用して発注者から入札参加者

へお知らせを掲示することがある。 

保証金及び支

払方法 

入札保証

金 

免

除 

契 約

保 証

金 

要 前金払 有 部分払 有 
中間前

金払 
有 

その他  令和元年度については、前払金等の支払いは行わない。 



設計図書等

の内容に関

する問合せ

先 

入間東部地区事務組合消防本部 消防総務課 

電話番号 ０４９－２６１－６００４（直通） 

入札、契約

等に関する

問合せ先 

入間東部地区事務組合 事務局総務課 

電話番号 ０４９－２６１－４８９１（直通） 

 


